
一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請（建設工事）受付要領 

 

 

１ 入札参加資格審査申請の対象者 

令和３・４年度の那珂川町の建設工事の入札参加を希望する者 

ただし、次のいずれかに該当する者については、入札に参加する資格はありません。 

 

ア 建設業法第３条の規定による許可を受けていない者 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当する者 

ウ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定に該当すると事実があったと認められる

者で、その事実があった後２年を経過しない者 

エ 申請日現在有効な経営に関する事項の審査（経営事項審査）を受けていない者又は経営事

項審査を受けている者で、許可行政庁から総合評定値（Ｐ）の通知を受けていない者 

 ※ 原則審査基準日が令和元年８月１日から令和２年７月３１日の間に含まれる経営事項審査

を受審し、総合評価点（Ｐ）の通知を受けていること。 

オ 入札参加資格審査申請の審査基準日（令和３年１月６日）の直前２年間の各営業年度におい

て、工事完成高のない者 

カ 国税又は地方税に未納がある者 

キ 社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していない者 

 ※個人事業主等であって、社会保険の適用除外となる場合は除く 

ク 申請者及び申請者の役員、申請者の使用人、申請者の経営に事実上参加している者が、那

珂川町暴力団排除条例（平成 23 年条例第 18 号）第 2 条に規定する暴力団及び暴力団員

等または密接関係者である者 

ケ 次のいずれかに掲げる者 

・ 平成３１年度及び平成３２年度における建設工事に係る競争入札参加資格の審査の申請中

重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者 

・ 申請に係る提出書類中重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記

載をしなかった者 

 

 

２ 受付期間及び資格の有効期間 

(1) 受 付 期 間  令和３年１月６日（水）から令和３年１月２２日（金）まで 

※郵送受付の場合、１月２２日（金）必着とします。 

(2) 資格の有効期間  令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 



３ 申請手続き 

(1) 受付方法等 

① 受付方法 感染症対策の観点から、原則として郵送受付とします。 

（申請者が町内事業者に限り、持参による受付を認めます。） 

② 受付時間 持参の場合の受付時間は午前９時から午後４時までです。 

③ 提 出 先 〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭５５５番地 

那珂川町役場総務課管財係 

※ 持参の場合であっても事後審査になりますので、受付票は後日郵送となります。 

(2) 提出書類 

「４ 申請書の記載要領及び添付書類」に掲げる書類 

(3) 郵送受付における注意事項 

① 申請書郵送の際に、申請封筒には『那珂川町建設工事競争入札参加資格審査申請書在

中』と明記し、トラブルを未然に防ぐため、郵便書留等で送付してください。 

② 証明書等は、申請書提出時における最新のもの（証明書は写し可）を提出してください。 

③ 提出書類に不備があった場合には再提出していただく場合があります。 

 

 

４ 申請書の記載要領及び添付書類 

(1) 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工事）（様式１） 

① 「02 許可番号」の欄は、建設業の許可番号を記入してください。 

② 「03 申請区分」の欄は、対応する下記コードを記入してください。ただし、受任者を置く場

合は受任者の所在地で記入してください。 

01：那珂川町内 02：県内 03：県外 

③ 「04 新継区分」の欄は、過去に登録されたことがある方は「2」を、新規に登録を希望され

る方は「1」を記入してください。 

④ 「05 フリガナ」の欄は、カタカナで記入し、濁点、半濁点はそれを含めて１文字として記入

してください。（以下「フリガナ」の欄は、同様に記入） 

⑤ 「06 商号又は名称」の欄の法人の種類を表す文字については、（株）、（有）等、次の略号

を用いて記入してください。 

株式会社：(株) 有限会社：(有) 合資会社：(資) 合名会社：(名) 協同組合：(同) 

協業組合：(業) 企業組合：(企) 公益財団法人：(公財)  一般財団法人：(一財) 

公益社団法人：(公社) 一般社団法人：(一社) 

なお、カッコはそれぞれ１文字として記入し、フリガナについては、法人の種類を表す文字に

ついては記入しないでください。 



⑥ 「08 代表者氏名」欄については、姓と名前の間は１文字空けて、記入してください。フリガ

ナについても同様です。また、代表者氏名の後に押印（代表者印）を忘れずにお願いします。 

⑦ 「09 代表者役職名」の欄には、代表者の役職を記入してください。（個人の場合は、「代表」

と記入してください） 

⑧ 「10 郵便番号」の欄には、本店所在地の郵便番号を記入してください。 

⑨ 本店所在地は、「都道府県名」、「市区町村名」に分けて記入し、「11 所在地」の欄には、都

道府県名、市区町村名以外の町・丁目、番号などの所在地を記入してください。なお、「大字」、

「字」は省略し、「丁目」、「番地」は、「－（ハイフン）」により省略して記入してください。 

⑩ 「12 電話番号」及び「ＦＡＸ番号」は本店のものを記入してください。 

⑪ 「13 入札参加希望工種」の欄には、申請を希望する工種の欄に「1」を記入してください。 

（経営事項審査を受けていない工種は、希望することが出来ませんのでご注意ください。） 

 建設業の種類  建設業の種類  建設業の種類 

土 土木工事業 鋼 鋼構造物工事業 絶 熱絶縁工事業 

建 建築工事業 筋 鉄筋工事業 通 電気通信工事業 

大 大工工事業 舗 舗装工事業 園 造園工事業 

左 左官工事業 し しゅんせつ工事業 井 さく井工事業 

と とび・土工工事業 板 板金工事業 具 建具工事業 

石 石工事業 ガ ガラス工事業 水 水道施設工事業 

屋 屋根工事業 塗 塗装工事業 消 消防施設工事業 

電 電気工事業 防 防水工事業 清 清掃施設工事業 

管 管工事業 内 内装仕上工事業 解 解体工事業 ※ 

タ タイル・れんが・ブロック工事業 機 機械器具設置工事業   

  ※ 解体工事業の取扱いについて 

解体工事の入札参加資格を申請する場合は、「解体工事業」の許可を受け、「解体」について

経営事項審査を受審し、総合評定値（Ｐ点）の通知を受けていること、さらに、経営規模等評価

結果通知書及び総合評定値通知書の「解体」欄に完成工事高があることが必要です。（法改正

に伴う解体工事業の経過措置が、平成３１年５月で終了したため、「とび・土工工事業」の許可

や、「とび・土工・コンクリート・解体（経過措置）」の総合評定値では申請できません。） 

⑫ 「14 経営事項審査審査基準日」の欄は、経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通

知書の審査基準日を記入してください。 

⑬ 「15 受任者の有無」の欄には、那珂川町発注建設工事の入札及び契約締結等について

の権限を委任する者を置いている場合には「1」を、置いていない場合には「2」を記入し、受

任者を置く場合には、委任状（様式２）を提出してください。 

⑭ 「16 ISO 認証取得」については、申請日現在有効な国際標準化機構が定めた規格

ISO9001 及び ISO14001 のうち、次の要件を満たしたもので ISO9001 のみを取得して



いる場合は「1」を、ISO14001 のみを取得している場合は「2」を、両方を取得している場合

は「3」を、取得していない場合は「4」を記入してください。 

※審査登録機関の取扱い 

（公財）日本適合性認定協会（ＪＡＢ）又はＪＡＢと相互認証している認定機関に認定されて

いる審査登録機関が認証したものであること。なお、認証取得している場合は登録証等（日

本語で作成してあるもの。）を提出してください。 

◇ 申請事項に不明な点があった場合、問い合わせをしますので、「17 フリガナ」、「18 申請

担当者名」の欄及び連絡先電話番号は必ず記入してください。 

(2) 技術職員名簿 

経営事項審査申請書様式別紙２ 

(3) 営業所一覧表 

建設業許可申請書の営業所一覧表 

(4) 工事経歴書 

申請日直前１年間の工事経歴書（建設業法施行規則様式第２号） 

(5) 登記事項証明書 

個人であるときは、身分証明書（申請者の住所を管轄する市町村が発行する、契約を締結

する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないものでないことについての証明書） 

(6) 納税証明書 

① 国税 

ア 法人は、法人税及び消費税の納税証明書（様式：その３又はその３の２若しくはその３の

3） 

イ 個人は、所得税及び消費税の納税証明書（様式：その 3又はその 3の 2） 

② 県税（栃木県に納税義務を有する者に限る） 

全税目の納税証明書 

③ 町税（那珂川町に納税義務を有する者に限る） 

全税目の納税証明書 

(7) 建設業労働災害防止協会加入証明書（加入している場合のみ添付） 

(8) ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１登録証（認証取得している場合のみ添付） 

申請日現在有効な審査登録機関が発行した登録証（登録の範囲が付属書に記載されてい

る場合は付属書を含む。）の写し（日本語で作成してあるもの。） 

(9) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し 

令和元年８月１日から令和２年７月３１日を審査基準日とする経営規模等評価結果通知書・

総合評定値通知書の写しを添付してください。 

※ 各証明書はそれぞれ発行官公署において定めた様式によりますが、各証明書の発行日は提

出日前３ヶ月以内のものを（写しでも可）提出してください。 



(10) 財務諸表 

   申請者が法人であるときは、審査基準日を含む直近の決算期間の貸借対照表、損益計

算書、利益処分計算書株主資本等変動計算書、個人であるときは審査基準日を含む直近

の決算期間の所得税の確定申告書・青色申告決算書又は収支内訳書等 

(11) 委任状（様式２） 

令和３・４年度の那珂川町発注工事の入札及び契約締結等についての権限を、支店ある

いは営業所等の長（建設業法施行令第３条に規定する使用人）に年間を通じて委任する場

合は、権限を委任する旨を表す委任状を提出してください。 

① 委任状右上の日付は、持参の場合は提出日を、郵送の場合は発送日を記入してください。 

② 所在地、商号又は名称、代表者氏名を記入し、「代表者印」及び「受任者印」を忘れずに押

印してください。 

③ 委任事項の欄は、該当する委任項目の数字に○をつけ、１～５以外の委任事項がある場合

には、６に○をつけて（ ）内に委任する事項を記入してください。 

④ 「H0 フリガナ」から「H7 営業所等電話番号」の欄については、申請書（様式１）の記載要

領に準じて記入してください。 

(12) 社会保険加入確認書類（(9)以外に確認書類が必要な場合のみ添付） 

   社会保険の加入の確認は、「経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書」により

行います。 

   同通知の雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入の有無の欄のいずれかが「無」になって

いる方で、同通知書発行後に社会保険に加入し、保険料を納めている場合は、次の書類に

より確認します。 

① 雇用保険の確認書類（次のうちいずれか一つ） 

   ア 事業所別被保険者台帳照会（写し） 

   イ 概算保険料又は確定保険料の納付を証する書類（写し） 

② 健康保険の確認書類（次のうちいずれか一つ） 

   ア 保険料の納入に係る領収書（写し） 

   イ 保険料の納入証明書（写し） 

   ウ 資格取得確認及び標準報酬決定通知書（写し） 

   エ 全国土木建築国民健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合は、「加入証 

明書」及び「健康保険被保険者の適用除外の承認を受けていることを証明する書類」 

（写し） 

③ 厚生年金保険の確認（次のうちいずれか一つ） 

   ア 保険料の納入に係る領収書（写し） 

   イ 保険料の納入証明書（写し） 

   ウ 資格取得確認及び標準報酬決定通知書（写し） 



 ※「経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書」の雇用保険、健康保険、厚生年金

保険加入の有無の欄がすべて「有」の方は不要です。 

(13) 暴力団等の排除に関する誓約書 

   内容を確認のうえ、必ず提出してください。 

① 日付は、持参する場合には提出日、郵送の場合は発送日を記入してください。 

② 「所在地」「商号又は名称」「代表者氏名」を記入し、「代表者印」を忘れず押印してくださ

い。 

(14) 返信用封筒 

受付票を後日郵送しますので、住所、社名及び担当者名を記入して８４円切手を貼った返

信用封筒（定型）を同封してください。（持参の場合も同じ。） 

(15) 受付票 

申請書が受付になりましたら受付印を押印して返送しますので、申請書（様式１）の写しを提

出してください。 

《申請書の綴り方》 

(1)から(13)までを順番に、Ａ４縦ファイル（色はピンク指定）に綴じ込み、表紙と背表紙に商号

又は名称を記入してください。(14)返信用封筒及び(15)受付票はファイルの表紙裏にクリッ

プで留めてください。 

５ 格付けにあたっての留意事項 

那珂川町では、令和３・４年度入札参加資格においては、建設業法別表の上欄に掲げた２９の

建設工事のうち、土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、舗装、解体の７工種を

格付けし、残りの２２工種については登録制として格付けは行いません。 

６ 申請書提出後の注意事項 

入札参加資格認定後に下表の変更が生じた場合は、「一般競争（指名競争）参加資格審査申

請書記載事項変更届書（建設工事）」（様式３）に添付書類を付けて、総務課管財係まで提出（郵

送可）してください。 

なお、事業の合併等による組織変更及び廃業等の取り扱いについては、総務課管財係

（TEL0287-92-1111）へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 



変更事項 添付書類 提出期限 部数 

本 
 

社 

・商号又は名称 

・代表者の氏名、役職名 

・所在地 

商業登記簿謄本（写し可） 

（建設業許可の変更届出

書の副本の写しでも可） 

事実の発生したと

きから、２週間以内 

（登記を必要とする

変更については、

登記完了後２週間

以内） １部 

・電話及びＦＡＸ番号 無し 

・建設業許可に関すること 

許可番号（許可換） 

許可通知書の写し 

受
任
者 

・受任者の氏名、役職名 

・営業所の名称 

・営業所の所在地 

契約等に関する委任状 

（営業所が登記済であれば

商業登記簿の写し） 

・営業所の電話番号 

・営業所のＦＡＸ番号 

無し 

※ 次の変更については変更届出書の提出は不要です。 

・許可番号……更新に伴う変更 

・許可業種……業種の追加及び般特の変更 

・資本金 

・届出印鑑……代表者、受任者とも 

・ＩＳＯ9001及びＩＳＯ14001の新規取得 

記載要領 

① 「登録番号（記載必須）」は、登録時の受付番号を記入してください。 

② 「変更年月日（記載必須）」は、変更の事実が発生した日を記入してください。 

③ 各項目については、変更した項目のみ記入してください。 

④ 「変更届出担当者（記載必須）」は、記載内容、添付書類について問い合わせする場合の担

当者を記入してください。 


